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4.　おわりに

はじめに

　文部科学省（以下、文科省）は、2017 年（平
成 29）3 月に新学習指導要領を公示し、移
行措置を経て新しい教育課程を実施しよう
としている。本稿の課題は、この新学習指
導要領が提示している教育理念を検討し、
これを実現するにあたって留意すべき課題
と展望を明らかにすることである。
　考察に入る前提として、今回の改訂にい
たった学習指導要改訂の経緯について検討
し、新指導要領改訂の意義を明らかにして
おきたい。
　1989 年（平成元）の第 5 次改訂、そし
て 1998・1999 年（平成 10・11）の第 6 次
改訂によって実施されたいわゆる「ゆとり
教育」政策は、「学力低下」を招いたとし
てかつてない批判が展開された。それゆ
え、それ以降の文科省の教育課程改訂政策
は、「ゆとり」と「学力」とを両立させて
いくことを目指す方向で進められていっ
た。2003 年（平成 15 年）の学習指導要領
の一部改正の際には、「基礎的・基本的な
知識・技術の習得」、「知識・技術を活用し
て課題を解決するために必要な思考力・判
断力・表現力等」、「学習意欲」の三つによっ
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て構成される「確かな学力」がバランスよ
く育成されるべきことを示したのである。
　一方、OECD が実施した学習到達度調
査（PISA）や国際数学・理科教育動向調
査（TIMSS）などによって、判断の根拠
や理由を明確に示しながら自分の考えを述
べたり、実験結果を分析して解釈し説明し
たりする能力において課題があることが指
摘された。そして、こうした学力調査の結
果から、今日の「知識基盤社会」において
は、学ぶことと自分の人生や社会とのつな
がりを実感しながら、学習したことを活用
して多くの人々の様々な個性的な発想や能
力を協働させ、生活や社会のなかで出会う
多くの課題を解決していけるような学力形
成が必要であることが指摘されてきたので
ある。
　さらに、今日の学校教育は「いじめ」・「不
登校」などの諸問題に直面しており、家庭
や地域の教育力の低下のなかで、学校独自
でこれらの諸問題を解決することが困難で
あることも認識されてきた。
　以上のような時代的な要請と社会的要請
に応えるために、学校と社会とが連携・協
働して新しい教育課程を編成するという課
題意識のなかで今回の新学習指導要領が提
示されたといえよう。　
　本稿では、新学習指導要領の実施にあ
たっての課題と展望を明らかにしていく
が、まず新学習指導要領における教育課程
観とその内容を明らかにしたうえで、二
つの実践事例から新学習指導要領実施にあ
たっての課題と展望を学び取っていく。そ
して最後に本稿の考察のまとめを行いた
い。

1.　新学習指導要領における教育課
程観

（1）教育課程改訂にあたっての基本方針

　まず、学習指導要領において提示されて
いる教育課程の理念や課題を明らかにする
ために、今回の教育課程改訂における基本
方針を提示している2016年（平成28）12月
に提出された中央教育審議会（以下、中教審）
答申「幼稚園、小学校、高等学校及び特別
支援学校の学習指導要領の改善及び必要な
方策について」を検討していきたい。（1）

　まず答申では、これからの教育課程が「社
会に開かれた教育課程」であるべきことを
提示している。この点は今回改訂される学
習指導要領のキーワードであり、新指導要
領を特徴づける理念である。答申では次の
ように述べている。
　新しい教育課程においては、子どもたち
が変化の激しい社会を生きるために必要な
資質・能力とは何かを明確にし、教科書を
学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等
横断的な視点を持って育成していくこと、
社会とのつながりを重視しながら学校の特
色づくりを図っていくことが課題となる。
またこのためには、学校が社会や世界と接
点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保
ちながら学ぶことのできる、開かれた環境
となることが不可欠であり、学校教育の中
核となる教育課程もまた社会とのつながり
を大切にする必要がある。つまりこれから
の教育課程には、社会の変化に目を向け、
教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、
社会の変化を柔軟に受け止めていく「社会
に開かれた教育課程」としての役割が期待



141

新学習指導要領実施にあたっての課題と展望　－二つの実践事例から学ぶもの－

されている。
　このように、「社会に開かれた教育課程」
の今日的意義を明らかにしたうえで、教育
課程の編成や実施にあたっての留意点を次
のように指摘している。（2）

　①�　社会や世界の状況を幅広く視野に入
れ、よりよい学校教育を通じてよりよ
い社会を創るという目標を持ち、教育
課程を介してその目標を社会と共有し
ていくこと。

　②�　これからの社会を創り出していく子
どもたちが、社会や世界に向き合い関
わり合い、自らの人生を切り拓いてい
くために求められている資質・能力と
は何かを、教育課程において明確化し
育んでいくこと。

　③�　教育課程の実施に当たって、地域の
人的・物的資源を活用したり、放課後
や土曜日等を活用した社会教育との連
携を図ったりし、学校教育を学校内に
閉じずに、その目指すところを社会と
共有・連携しながら実現させること。

　以上の三点から、今回の学習指導要領改
訂にあたって重視していることが、「世界」
「社会」そして「地域」とのつながりのな
かで、これからの時代の変化に即応して教
育課程を編成していくことであることを理
解しうるのである。

（2）学習指導要領等の枠組みの見直し

−「学びの地図」としての枠組みづくり−

　このような基本方針のもとに、教育課程
を編成していくにあたって、次のような視
点に立って学習指導要領の枠組みを見直す
必要があることを提言する。すなわち、従

来学習指導要領は「教員が何を教えるか」
という観点を中心に組み立てられており、
そのことが教科等の縦割りを越えた指導改
善の工夫や、指導目的を「何を知っている

4 4 4 4 4 4

か
4

」（以下、傍点は筆者）にとどまらず「何
4

ができるようになるか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」にまで発展させる
ことを妨げていることを指摘しているので
ある。つまり、従来の視点では上述したよ
うな「社会に開かれた教育課程」を編成し
実施することは難しいことを提示している
のである。
　そのために必要なこととして、学校教育
を通じて子どもたちが身につけるべき資質・
能力や学ぶべき内容などの全体像を、分か
りやすく見渡せる「学びの地図」を提示す
ることを指摘している。すなわち、まず学
習する子どもの視点に立ち、教育課程全体
や各教科等の学びを通じて「何ができるよ

4 4 4 4 4 4

うになるのか
4 4 4 4 4 4

」という観点から、育成を目
指す資質・能力を整理する必要がある。そ
の上で整理された資質・能力を育成するた
めに「何を学ぶのか

4 4 4 4 4 4

」という必要な指導内
容等を検討し、その内容を「どのように学

4 4 4 4 4 4

ぶか
4 4

」という、子どもたちの具体的な学び
の姿を考えながら構成していく必要がある。
このようにしてこそ教科等や学校段階を越
えて教育関係者間が共有したり、子ども自
身が学びの意義を自覚する手がかりを見出
したり、家庭や地域、社会の関係者が幅広
く活用したりできるものとなり、また教育
課程が学校と社会や世界との接点となるこ
とができると指摘しているのである。（3）

　また答申では、家庭・地域と連携・協働
しながら実施し、目の前の子どもたちの姿
を踏まえながら不断の見直しを図り、学校
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教育の改善・充実の好循環を生み出して「社
会に開かれた教育課程」を実現していくた
めには、「カリキュラム・マネジメント」
が必要であることを提起している。この「カ
リキュラム・マネジメント」とは、子ども
たちの姿や地域の実情等を踏まえて、各学
校が設定する学校教育目標を実現するため
に、学習指導要領等に基づいて教育課程を
編成し、それを実施・評価し改善していく
ことであるとしている。そして次の三つの
側面から、カリキュラム・マネジメントに
ついて説明を付け加えている。（4）

　①�　各教科等の教育内容を相互の関係で
捉え、学校教育目標を踏まえた教科等
横断的な視点で、その目標の達成に必
要な教育の内容を組織的に配列してい
くこと。

　②�　教育内容の質の向上に向けて、子ど
もたちの姿や地域の現状等に関する調
査や各種のデータ等に基づき、教育課
程を編成し、実施し、評価して改善を
図る一連の PDCAサイクルを確立す
ること。

　③�　教育内容と、教育活動に必要な人的・
物的資源等を、地域等の外部の資源も
含めて活用しながら効果的に組み合わ
せること。

　さらに、答申では「学校評価」について
触れている。各学校が自らの教育活動そ
の他の運営について目指すべき目標を設定
し、その達成状況や達成に向けた取り組み
の適切さ等について評価し改善していく取
り組みである「学校評価」が「カリキュラ
ム・マネジメント」の中心になるものであ
ると指摘している。

　また、子どもたちが「どのように学ぶか」
という学びの質を重視した改善を図ってい
くために、「主体的・対話的で深い学び」（ア
クティブ・ラーニング）の実現を目指し、
授業改善に向けた取り組みを活性化してい
くことを提示しているのである。（5）

　次節においては、以上のような特徴をも
つ新学習指導要領を、学校教育において
実施していくにあたって、どのような点
に留意していけばよいのかについて考察
したい。なお、これ以降の考察では、特
に 2015 年（平成 27）12 月の中教審答申（6）

で提示された「地域とともにある学校」へ
の転換という視点に着目して考察を進めて
いきたい。すなわち、本答申で示された「学
校運営協議会」による学校と地域との連携・
協働という視点に沿って検討したい。

2.　新学習指導要領実施に向けて
−これまでの実践事例に学ぶもの−

（1）「学校運営協議会制度」の意義

A.　「学校評議員制度」から「学校運営協
議会」へ
　すでに見たように、今回の新指導要領は、
「社会に開かれた教育課程」を実現するこ
とを目指しており、地域社会との連携のな
かで教育課程を編成し実施していくことを
強調している。この点については、すでに
各地で様々な取り組みが展開されており、
これらの事例から新学習指導要領実施に向
けた課題や展望を把握していくことは意義
深いことである。事例を検討していく前提
として、これまで文部科学省が設置を推進
してきた「学校運営協議会制度」が、学校



143

新学習指導要領実施にあたっての課題と展望　－二つの実践事例から学ぶもの－

と地域との連携・協働にいかなる役割を果
たしうるかを明らかにしていきたい。まず、
本制度が成立するに至った経緯を明らかに
しておくことにする。
　学校教育の教育力の低下が叫ばれ、ま
た「いじめ」「不登校」などの諸課題の解
決が求められるなかで、中央教育審議会は
1998 年（平成 10）に、「今後の地方教育行
政の在り方について」において「学校評議
員制度」の必要性を提言した。学校評議員
制度は、「学校・家庭・地域と連携協力し
ながら一体となって子どもたちの健やかな
成長を担っていくため、地域に開かれた学
校づくりをより一層推進する」という観点
から制度化されたものであり、校長をはじ
めとする学校関係者に加えて保護者や地域
住民の代表者によって構成される。そして
この制度においては、学校経営の責任者は
あくまで校長であって、校長が自ら判断し
た必要な項目についてのみ評議員は意見を
述べることができるとされており、家庭お
よび地域社会との連携・協働という機能面
では限定的なものであった。
　その後文科省は、2004 年（平成 16）に、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律」を改正し、教育委員会が指定する学校
に「学校運営協議会制度」を置くこととし
た。この学校運営協議会が設置されている
学校は「コミュニティ・スクール」と呼ば
れる。そして、この協議会の構成メンバー
は、保護者・地域住民・教育委員会・校長
である。
　本制度の役割は次のようなものである。
①校長が作成する学校運営の基本方針を承
認する。②学校運営に関する意見を教育委

員会と校長に述べる。③教職員の任用に関
して教育委員会に意見を述べる。
　この点から理解しうることは、前述の学
校評議員制度と比べて学校運営協議会制度
の方が校長や教育委員会に対する権限は強
化されていることであり、学校と地域社会
との連携・協働のレベルは一段と高くなっ
たと言える。そして、この制度導入による
成果として次のような諸点が指摘されてい
る。（7）

　①�　教員の意識が変わり、開かれた学校、
授業改善へとつながっていく。

　②�　地域の「応援体制」が整ってきた。
　③�　学校と地域が一体となって課題解決
に取り組めた。

　④�　学校を中心として地域の活性化や結
びつきが強くなった。　

　⑤�　多くの方々が来校し、学校に活気が
でてきた。

　以上の成果を踏まえるとき、学校運営協
議会制度が、新教育課程を各学校が実施す
るにあたっても重要な役割を果たしうるこ
とを認識することができる。
　しかしながら、地域には様々な実情があ
り、また地域によって学校と地域社会との
連携・協働の在り方は多様である。したがっ
て、今日展開されている学校運営協議会制
度には、前述した学校評議員制度が発展し
たもの以外にも、次の二つのケースがある
と思われる。
　まず、2008 年（平成 20）に提出された
中教審答申で、「学校と地域との連携・協
力体制を構築し、地域全体で学校を支え、
子どもたちを健やかに育むことを目指し、
『学校支援地域本部』をはじめ、地域住民
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のボランティア活動等による積極的な学校
支援の取り組みを促す。」という提言に基
づいて「学校支援地域本部」が設置される
こととなったが、この制度の発展型として
の学校運営協議会がある。
　学校支援地域本部は、いわば学校の「地
域につくられた学校の応援団」であり、こ
の組織が基盤となって展開される学校運営
協議会は、学校支援地域本部に集う学校外
の地域住民の力によって学校教育を支えて
きた実績を持っており、学校の教育力を高
めるうえで大きな力となるものである。（8）

　さらに、2005 年（平成 17）の中教審答
申に基づいた 2007 年（平成 19）の学校教
育法の改正によって、「学校の教育活動そ
の他の学校運営の状況について評価を行
い、その結果に基づき学校運営の改善を図
るため必要な措置を講ずることにより、そ
の教育水準の向上に努めなければならな
い」ことが規定されて、「学校評価制度」
が出発した。本評価制度には、①各学校の
教職員が行う「自己評価」、②保護者や地
域住民等の学校関係者などにより構成され
た評価委員会等が、自己評価の結果につい
て評価することを基本として行う評価であ
る「学校関係者評価」、③学校と直接関係
を有しない専門家等による客観的な評価で
ある「第三者評価」とがある。（9）

　本節で検討している学校運営協議会制度
との関連では、①と②の評価活動を通した
連携協力関係の延長上で発展した学校運営
協議会の活動が展開しているものと思われ
るが、学校評価活動を経験し学校の内部事
情に精通した保護者や地域住民の方々が参
加する本協議会の活動は、学校の教育力向

上に大いに貢献するであろう。
　今回の学習指導要領の改訂を前にして、
政府は「第二期教育進行基本計画」（2013
年 6 月閣議決定）において、今後コミュニ
ティ・スクール（学校運営協議会制度）を
全公立小中学校の 1割（約 3,000 校）に拡
大するとの推進目標を掲げ、また同年 12
月に中教審は、「今後、学校運営の充実や、
学校・家庭・地域の協働体制の構築に向け、
コミュニティ・スクールや学校支援地域本
部等の一層の拡大と充実が必要である」こ
とを指摘した。これらの事実から、今後各
学校において「社会に開かれた教育課程」
を実施して教育活動の改善を図っていくに
は、本項で検討した学校運営協議会制度を
拡張し、その活動を充実したものにしてい
く必要があるといえよう。
　次項においては、学校運営協議会制度を
展開して学校と地域の連携・協働を実現し
てきた実践事例を紹介したい。

B.　学校運営協議会制度による学校と地域
の連携・協働活動の事例
−滋賀県湖南市立岩根小学校における実践
から学ぶもの−
　滋賀県教育委員会は、2002 年（平成 14）
から、地域社会のなかで様々な人々が関わ
り、社会全体で子どもたちの育ちを支える
環境整備を目的として、「しが子どもの世
紀 3ヵ年プロジェクト」に取り組み、その
後も学校と地域社会との連携・協働を推進
する事業を展開してきた。このような県教
委の努力を背景として、県東南部に位置す
る湖南市では市教委のリードのもとに一貫
して「地域の教育力を学校へ」を合言葉に



145

新学習指導要領実施にあたっての課題と展望　－二つの実践事例から学ぶもの－

学校・家庭・地域の連携・協働を実現する
ための取り組みが展開されてきた。（10）

　湖南市は人口 55,000 人で、小学校が 9校・
中学校が 4校・高等学校が県立 2校・特別
支援学校が 1校あるが、その中の岩根小学
校では、2005 年（平成 17）に文科省から
学校運営協議会制度の調査研究事業の指定
を受けるとともに、他方では 2008 年（平
成 20）に文科省による学校支援地域本部
事業が新たに始められることになった。し
たがって、同市では両事業が並行して展開
されてきたことになる。
　同地域は、1953 年（昭和 28）の山津波
による校舎破壊、1973 年（平成 48）の火
災による校舎焼失などの際に、地域住民が
結束して復興に勤めた経験をもち、学校へ
の強い思いを持っている地域であるとい
う。一方、同地域への工業団地の立地や自
動車工業で働く外国人の流入などにより、
地域住民意識の急激な変化による学校教
育への影響が懸念されるようになったとい
う。このような状況において、市教委は地
域住民の協力を得て、まず「地域連携シス
テム」づくりに取り組んでいった。
＜初年度の取り組み＞
　すなわち同市においては、上述したよう
に「学校運営協議会制度」と「学校支援地
域本部事業」とが同時に展開することにな
り、二重の組織の構築による浪費を防ぐた
めに、学校と地域との連携・協働を目指す
持続的で安定的なシステムづくりが課題に
なったのである。そして、①「学校支援ボ
ランティア推進委員会」、②「21 世紀の岩
根の子どもを育てる推進委員会（学校評価
委員会）」、③「岩根の子ども生活を守る安

全・安心委員会」の 3つの委員会を中心に
機動的な活動を目指していった。（11）

　また、地域の関係団体等との連携を目指
す様々な取り組みが展開されていった。地
域の「ホタルを育てる会」や「ロータリー
クラブ」が子どもと一緒になり、地域を流
れる川の美化と環境学習としてホタルを飛
ばす取り組みを 3年間実施した。そして地
元企業の支援を受けて、3年生の社会科の
学習でものづくり技術を学んだり、3年生
の総合学習の時間に就労体験をする「店長
修行」を実施している。
＜ 2年度目の取り組み＞
　2年目に入り、事業の趣旨を再度確認し
て取り組みの重点を次のように確認して
いった。（12）

　①�子どもたちの教育課題を学校と地域が
共有し、子どもたちにどのような力を
つけていこうとするのか明確にして活
動する。

　②�どんな子どもたちを支援していくのか
絞り込んで取り組む。

　③�子どもたちを地域の自治を担う一員と
して育てることが大切であり、子ども
の主体性を加味しつつ地域貢献する取
り組みを進める。

　④�事業を支えるシステムをどのように構
築していくかを明確にしながら推進す
る。

　このような基本的な考え方によって次の
ような活動が展開された。
　今日の子どもたちの共通の発達課題であ
る我慢する力、コミュニケーション能力
や問題解決能力などを形成すべく、子ども
たちを「お客さん」にしない取り組みが実
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施された。すなわち家庭では、「お手伝い」
ではなく「家庭の一員としての仕事を」託
していく。地域では、子どもを「自治の一
員（担い手）」として地域活動に参画させる。
学校では、自分でできることは自分でする
し、自分でできることは手伝わない。
　ところで、2008 年（平成 20）から開始
された学校支援地域本部事業は、経費の全
額を国が負担するものであったが、援助期
間は 3年間であり、その後の財源をどうす
るかという課題を抱えていた。そこで、学
校支援地域本部（岩根小学校運営協議会）
は、必要経費をはじめとした活動支援のた
めの組織である「学校支援委員会」（後に「コ
ミュニティ・スクール支援委員会」と改称）
を設置した。本委員会の設置規則では、任
務・事業内容を明確に規定し、個人会員は
1 口 1,000 円、企業や関係団体等の賛助会
員は 1 口 10,000 円の会費を支払って、活
動の財源を確保しようとしている。（13）

＜ 3 年度目の取り組み＞
　図書館支援活動においては、当初図書の
整理のみに限られていた支援を拡大し、開
設時間が最も長い月曜日には児童の図書委
員とともに貸出業務も行った。
　「コミュニティ・スクール支援委員会」
の活動も 3年目の 2011 年（平成 23）から
本格的に開始された。特に会員募集の働き
かけを拡大して目標額の 100 万円の募金づ
くりに力を入れていき、学校への教育支援
と経済的なバックアップの活動を展開して
いったのである。
　以上のような岩根小学校における学校運
営協議会（コミュニティ・スクール）の活
動は、子どもたちの成長を強く願い学校へ

の教育支援に対する労力を惜しまず活動し
ていった地域住民の存在があればこそ可能
であったのである。また、本項冒頭で述べ
た滋賀県教委が先行して実施していた学校
と地域との連携・協働の取り組みが寄与し
ていること、さらに、学校支援地域本部事
業と学校運営協議会制度の両活動をうまく
組み合わせて展開していった運営の方法も
功を奏したといえよう。これらの点は、今
後の同様の条件下にある全国の学校運営協
議会制度の運営に大きな示唆を与えるもの
と思われる。
　本論のテーマである新学習指導要領実施
の見通しを探るというテーマにとって、本
事例から学びうることは大きなものがある
と思われる。次項においては学校組織内部
の連携・協働体制をめぐって検討したい。

（2）校内の組織体制の在り方

−「力のある学校」研究と実践事例から学

ぶもの−

　新学習指導要領の実施にあたって、学校
と地域社会との連携・協働とともに不可欠
な課題は、学校内の教職員相互の連携・協
働体制をどう構築していくかという問題で
ある。
　冒頭で検討した 2016 年（平成 28）の中
教審答申「幼稚園・小学校・中学校・高等
学校・及び特別支援学校の学習指導要領の
改善及び必要な方策について」においても、
「社会に開かれた教育課程」を今後確実に
実施するにあたって、「カリキュラム・マ
ネジメント」の観点からも、次のように学
校内の組織体制を見直していく必要がある
ことを指摘している。
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　すなわち、「カリキュラム・マネジメン
ト」は全ての教職員が参加することによっ
て、学校の特色を創り上げていく営みであ
り、「このことを学校内外の教職員や関係
者の役割分担と連携の観点で捉えれば、管
理職や教務主任のみならず、生徒指導主事
や進路指導主事なども含めた全ての教職員
が、教育課程を軸に自らや学校の役割に関
する認識を共有」していく必要があるとし
ている。そして、「学習指導要領等の趣旨
や枠組みを生かしながら、各学校の地域の
実情や子どもたちの姿等と指導内容を見比
べ、関連付けながら、効果的な年間指導計
画等の在り方や、授業時間や週時程の在り
方等について、校内研修等を通じて研究を
積み重ねていくことも重要である。」とし
ているのである。（14）

　それではこのような校内の連携・協働体
制はどのようなもので、どのようにそれを
構築していく必要があるのだろうか。ここ
で、教職員集団の強力なチームワークを中
心として学校の教育力を向上させていくこ
とが重要であることを実証的に明らかにし
た研究成果から、この点について考察して
いきたい。
　大阪大学教授・志水宏吉は教育社会学か
らの研究アプローチによって、学校の理想
像であり学校改革の指針として「力のある
学校」というコンセプトを提示した。（15）

志水は、アメリカの教育学者・エドモン
ズ（R.R.Edumonds）の「効果のある学校」
という概念を踏まえて、2001 年（平成 13）
に実施した学力実態調査（東大関西調査）
以降の研究成果から、彼独自の「力のある
学校」という概念によって学校のあるべき

姿を明らかにしていったのである。彼によ
れば、「力のある学校」とは、「子どもたち
が前向きに生活しており、職員室の雰囲気
がとてもよい。学力面だけでなく学校生活
の各側面で子どもたちは自らの力を十二分
に伸ばしており、先生方も生き生きと自ら
の職務に打ち込んでいる」ような学校であ
るという。（16）

　志水は、主に大阪地区とりわけ松原市の
小・中学校における学力調査の結果に関
心を寄せ、継続的に同地区の小・中学校を
訪問しつつこのような研究成果を得ていっ
た。彼は、他校の学力分布が「2こぶラク
ダ化」しており、学力の高い層と低い層の
児童・生徒間における学力格差が大きいの
に対して、松原市の小・中学校の結果は「2
こぶ化」しておらず、低学力層の出現率が
低い水準にとどまっていることを確認し
た。そして、丹念にこれらの小・中学校の
教育実践を分析していった結果見出された
のが、上述した「力のある学校」像であっ
たのである。（17）

　さらに志水は、これらの学校における実
践のエッセンスを抽出する形で、「力のあ
る学校」が備えている実践の要素を「スクー
ルバスモデル」として表現した。彼はこれ
らの要素を 8つ提出し、内容の関連の強い
ペアを 4つつくり、それぞれをバスのパー
ツに当てはめていった。すなわち、＜A.�
スクールバスの中心となる部分＞−①気持
ちのそろった教職員集団（エンジン）、②
戦略的で柔軟な学校運営（ハンドル）、＜B.�
バスを導く部分＞−③豊かなつながりを生
み出す生徒指導（前輪・左）、④すべての
子どもの学びを支える学習指導（前輪・右）、
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＜ C.�運営を安定したものにする部分＞−
⑤ともに育つ地域・校種間連携（後輪・左）、
⑥双方向的な家庭とのかかわり（後輪・右）、
＜D.�バスのインテリアとボディの部分＞
−⑦安心して学べる学校環境（インテリア・
内装）、⑧前向きで活動的な学校文化（ボ
ディ・外観）として整理した。（18）

　そして、志水と彼を中心とした研究グ
ループは松原地区のある小学校の実践に注
目し、これを学校改革の一つのモデルとし
て紹介しているが、この実践事例によって
このモデルをより具体的に理解して、本項
の主題である校内の組織体制の在り方を検
討するために、上述のAの部分を中心に
考察していきたい。
　志水と彼の研究グループメンバーの川口
は、特に松原地区のあるD小学校の実践に
注目している。同校の特徴は、校区に同和
地区を有している学校であるという点であ
る。同和地区の子どもたちの生活と学習環
境は以前から大きな課題を抱えていたが、
同小の教職員は 1970 年代から、地域・家
庭との連携、同和地区の子どもを中心とし
た集団づくり、学力保障の実践、教師集団
づくりなどの様々な実践を積み重ねるなか
で、同小は大きく変貌していったという。（19）

　志水たちが 2002 年（平成 14）に大阪府
内にある市の小中学校を対象にした学力調
査で、D小学校は他の小学校に比して学力
水準において著しく高い結果を示した。同
校の児童の通塾率や父親の大卒率そして家
庭の文化的階層等において、いずれも低い
レベルにあったにもかかわらず、国語平均
点でD小は 79.1 点（A小・74.7 点、B小・
67.7 点、C 小・63.2 点）、標準偏差では D

小 は 12.8（A 小・13.6、B 小・16.5、C 小
23.7）であった。また算数平均点ではD小
は 80.1 点（A 小・65.9 点、B 小・66.2 点、
C小48.4点）、標準偏差ではD小は9.8（A小・
17.9、B小・21.6、C小・24.8）であった。（20）

　以上の結果から理解しうることは、D小
学校は他校と比べて子どもたちの得点が高
いばかりか、高い位置で上位と下位の幅が
狭いことである。また、子どもたちの授業
態度や学習習慣についての調査の結果、子
どもたちの学習に対する意欲と自信が育成
されていること、そして彼らの教師と他の
子どもたちに対する信頼感が高く、授業に
おいて積極的に自分の考えを他の子どもた
ちに発信できていることが明らかになった
のである。（21）

　それでは、このような成果は、同小の教
員集団のどのような実践によってもたらさ
れたのだろうか。同小の特徴は、同和教育
担当教員（「同担」）を中心として、管理職・
事務職員・技能員等を含めて全教職員が「一
致団結した」活動を展開してきたことであ
る。同担は年度末に教員全ての互選によっ
て選ばれるが、いわゆる「教務主任」の役
割を担い、学校のほぼすべての運営に関与
し教職員をまとめていった。校長・教頭な
どの管理職は、同担の仕事がスムーズに運
ぶようにサポートする役割を担っていると
いう。
　同小では、学年ごとに「チームで動く」
ことを原則としている。すなわち、教科の
指導法や教材および掲示物、生活指導や学
級運営、そして各クラスの席替えにいたる
まで、各学年の会議・打ち合わせによって
実施されていく。子どもの情報を共有する
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ために、休み時間や学年会はもとより、そ
れ以外のちょっとした時間をも利用し情報
交換をしているため、「子どもの家庭背景、
交友関係、学力といったあらゆる情報が、
学年のどの教員に質問しても、即座に返答
が返ってくるというレベルに達している」
とのことである。また、学校全体としても
若手教員と先輩教員との交流が職員室で行
われ、ベテラン教員が若手教員にアドバイ
スすることも頻繁に行われている。（22）

　このような教員集団の強い結束力は、年
度内に度々実施される研修会を通して実現
される。年度初めに開催される「校内研修」、
夏休みの「青年部合宿」と「学年合宿」な
どの他に、4月当初に開かれる「校内研修」
では、転任してきた教員を含めて教職員全
員でホテルに宿泊し、担任クラスの発表、
ＯＢの先生や講師の先生を招いての研究
会、また夜には全員参加の大宴会など、多
様なイベントが実施されている。こうした
努力によって「暖かさ」や「つながり」をもっ
た教員集団が実現されているのである。（23）

　以上のＤ小学校における強い絆で結ばれ
た教員集団の実践から、次のような諸点
を学び取ることができる。まず、学校にお
けるリーダーシップの在り方であるが、一
般に校長のリーダーシップの重要性が指摘
されるが、同校のように選挙で選出された
リーダーとなる教員を中心に学校運営が展
開され、校長はこのリーダーがリーダー
シップを発揮しやすいように支え、条件整
備に徹するような学校組織の運営の在り方
も評価しうるのではないか。このような組
織体制においては、教員の自主性・自立性
が尊重され各教員が機動性を発揮して様々

な取り組みにチャレンジしうるのである。
　また、学年単位であらゆる機会を捉えて
実施される会議・打ち合わせ・情報交換
は、相互の意志の疎通を図って実践の質を
検証し、一人ひとりの子どもの実態に即し
た働きかけを実現するうえで重要なもので
ある。志水もこの点の重要性について次の
ように指摘している。「教師集団のベクト
ルが一方向にそろい、一糸乱れぬチーム力
が発揮されるような学校運営は、時に信じ
られないような大きな成果を生む。少なか
らぬ学校を訪問してきた私たちの実感であ
る。」（24）

　すなわち、上述の志水が提示した「スクー
ルバスモデル」におけるAの部分である、
①気持ちのそろった教職員集団、および②
戦略的で柔軟な学校運営の二点が、強力に
学校全体の教育実践を土台から支えてお
り、チームとしてその組織力を十二分に発
揮しているといえよう。われわれは同小学
校のこのような組織体制と実践から多くを
学んでいく必要があろう。

3.　新学習指導要領実施への展望
−考察のまとめ−

（1）学校運営協議会制度を基盤とした学校

評価制度の意義

　本稿 2 の（1）B において、われわれは
湖南市立岩根小学校における学校運営協議
会制度を中心とした地域との連携・協働の
実践を検討したが、この実践が新学習指導
要領を実施していくうえで重要な示唆を与
えてくれることを再度確認したい。
　岩根小では、「学校運営協議会制度」と「学
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校支援地域本部」とを同時に展開させなが
ら活動するなかで、持続的で安定的なシス
テムづくりのために三つの委員会が設立さ
れたが、「21 世紀の岩根の子どもを育てる
推進委員会（学校評価委員会）」では次の
ような活動が行われていた。本委員会では、
学校の運営・教育内容・家庭教育の状況な
どについて評価し、保護者・地域住民や子
どもの声を集約するなどしつつ、子どもた
ちを育てる取り組みの在り方などについて
研究する役割を担っていったという。また、
子どもたちの教育課程を学校と地域が共有
し、子どもたちに「どのような力をつけて
いこうとするのか」を明確にしながら活動
を推進していったのである。
　このような実践は、今回改訂された学
習指導要領を実施する際に求められてい
る「学校評価」の実践であり、また学校教
育を通じて子どもたちが身につけるべき資
質・能力と学ぶべき内容などの全体像を見
渡せる「学びの地図」を明確にしようとす
る試みである。したがって本実践は、「社
会に開かれた教育課程」の実施という新教
育課程の内容を先取りしたものであろう。
岩根小では 2008 年（平成 20）からこの活
動に取り組んでおり、極めて先進的な実践
事例として高く評価しうるし、われわれに
とって重要なモデルとしての意義をもって
いるのである。
　本稿の「はじめに」で述べた 2015 年（平
成 27）12 月の中教審答申では、全ての公
立学校が「地域とともにある学校」への転
換を図り「コミュニティ・スクール」とな
ることを目指すべきこと、またそのために
「学校運営協議会」に相当する「地域学校

協働本部」を創設することなどを指摘して
いるが、岩根小の学校運営協議会において
実施された学校評価から学び、今後の学校
運営協議会（コミュニティ・スクール）の
運営のなかに学校評価を明確に位置付けて
いくことが求められているのである。
　ところで、全国で取り組まれている学校
評価はいかなる現状にあり、どのような課
題を抱えているのであろうか。2012 年（平
成 24）3 月の「学校運営の改善の在り方等
に関する調査研究協力者会議」の報告書「地
域とともにある学校づくりと実効性の高い
学校評価の推進について」に、次のような
指摘がある。
　学校関係者評価委員の活動内容が、「学
校行事や授業の参観」「校長等管理職との
対話」などが多いこと、学校関係者評価委
員に自己評価結果の情報提供が不十分ない
し不明確であったりしていたこと、さらに
学校評価の結果が学校からの一方的な発信
で終わってしまい、保護者や地域住民等が
関心を持つ情報が適切に提供されていない
などの問題点である。（25）

　これらの内容と事例で取り上げた岩根小
学校の事例とを考慮するとき、学校評価
に関わる次のような課題を認識しうると思
われる。岩根小の実践は、2002 年（平成
14）に開始された滋賀県の学校と地域との
連携・協働を進めるプロジェクトがあり、
また、これを背景とした湖南市の取り組み
も展開されるなかで推進されていった。県
教委の取り組みとしては、公立の全小・中
学校の校務分掌に「学校と地域を結ぶコー
ディネート担当者」を位置づけていったし、
湖南市教育委員会は「学校運営協議会制度」
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の委託事業を県下で唯一積極的に受け入れ
て取り組んでいった。このような教育行政
側の姿勢が岩根小の実践を後押ししていた
のである。また、3年間の文科省の委託事
業が終了した後の財政基盤を確立すべく岩
根小学校運営協議会では、「コミュニティ・
スクール支援委員会」を設立し、会員から
会費を徴収して活動の資金を捻出していっ
たことも評価しうる事実である。この点か
ら、今後の学校と地域との連携・協働事業
を推進していくためには、文科省を中心と
した本事業への財政支出が不可欠であるこ
とを認識しうるのである。
　このように、文部行政および教育委員会
等の学校設置者と学校運営協議会等を中心
とした各学校・地域住民の地道な今後の努
力を積み重ねていくことが求められている
のである。

（2）学校組織内における「教師のエンパワー

メント」の重要性

　最後に、今後に求められる学校内の組織
体制の問題を検討しておきたい。
　前項で紹介した学校評価についての報告
書「地域とともにある学校づくりと実効性
の高い学校評価の推進について」に、学校
運営にかかわる次のような問題点が指摘さ
れていた。
　「管理職とその他の教職員との間に認識
の違いがあったり、学校評価における目標
が個々の教職員の課題意識と連動せず教職
員間で共有されていないため、組織的な教
育活動その他の学校運営に活かされていな
い学校がある。」
　この指摘は、以前から再三指摘されてき

た学校組織や学校運営の在り方を考えるう
えで、極めて重要な課題である。ここでこ
の問題を、すでに紹介した大阪府松原地区
のＤ小学校における教員組織の状況を頼り
に検討する。
　同校では、同和教育担当教員（同担）を
中心に活発な実践が展開されてきたが、こ
こで特に注目すべきは、校長が同担教員を
中心とした教職員の自主的で自律的な活動
を十分保証していたことである。度々実施
される研修会や日々の実践のなかで行われ
る話し合いを通して、学校の教育目標を念
頭に置いた目指すべき実践の確認と、子ど
もたち一人ひとりに応じたきめ細やかな配
慮などが明確にされていった。学年単位で
教科指導の在り方・生活指導・そして学校
運営についても話し合われ、チームとして
動いていったのである。例えば同校での「学
習のモニタリング」のシステムは注目すべ
き実践である。すなわち、学年の子どもの
学習のつまずきは、クラス担任だけではな
く学年全体の問題として夏休みなどの研修
会宿で話し合われ、授業の改善に活かされ
ていったという。（26）

　このような学校組織と学校運営の事例
は、各教員が自身の実践の意義に確信をも
ち自己肯定感をもって活動することの意義
を提唱した「教師のエンパワーメント」研
究を想起させる。ここで学校のマネジメン
トの在り方について、「教師のエンパワー
メント」の意義を検討することによって明
らかにしてみよう。
　学校経営学の研究者である浜田博文は
「教師のエンパワーメント」を次のように
説明している。すなわち、この概念は、「一
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人ひとりの教師に教授・学習活動の質的改
善に対する自らの関与可能性を確信させ、
自信と自己効力感をもたせるという重要な
意味を含んでいる。一人ひとりの教師が、
『自分の課題意識やアイデアをもって取り
組めば、必ず何かを実現できる』という積
極的な思いを抱くことができる状態をつく
ることだと言い換えてもよい。」（27）

　また浜田は、学校組織を「ウェブ（クモ
の巣）」型に近いものとして捉え、教員同
士の関係やつながりもこのモデルで説明し
ている。学校の組織は、いわゆる「なべぶ
た」型として捉えられ、校長をトップに他
の教員は横一線に並び、ともすると個々の
教員は「学級王国」に閉じこもり、他の教
員と連携する関係を形成しにくいと言われ
てきた。しかし、本来の教員の職務の特性
から考えると、組織内部で目標や課題を共
有していくためには、個々の教員が自らの
教育実践に起因して抱く課題意識そのもの
を相互に交流し合うことが不可欠である。
すなわち、「教職員同士が双方向・多方向で、
教育活動（授業や生徒指導）そのものを主
題材として行うコミュニケーションの確立
が前提条件となって、初めて学校としての
目標の共有と組織活動の一体性は維持され
得る。」（28）のである。
　松原地区のＤ小学校においては、選挙で
選出された同担教員が校長にバックアッ
プされながら学校組織のウェブの中心にな
り、多様なコミュニケーションを通して課
題意識を共有しつつ意思決定の統合性を確
保していったのである。
　今後の新学習指導要領実施にあたって
も、今回の教育課程改訂で提示されたカリ

キュラムの理念を共有するため、「教師の
エンパワーメント」を保障する学校運営を
心がけていく必要があろう。

おわりに

　今回の考察を通して認識しえたことは、
「社会に開かれた教育課程」を目指す新学
習指導要領が、今後のわが国の学校教育を
大きく変革していく可能性を秘めているこ
とである。前回の第 7次改訂（2008 年〈平
成 20〉）ではあまり強調されていなかった
学校と地域社会との連携・協働という観点
が明確に位置づけられ、また、学校運営協
議会をはじめとした地域住民との連携の見
通しも示された点に意義があるといえよ
う。
　我が国の学校教育は様々な課題に直面
しており、「いじめ」や「不登校」の問題
はもとより、それぞれの地域社会にある学
校はそれぞれの問題の打開を求められてい
る。例えば、今日進行している格差社会に
おける貧困問題は、学校に通う子どもたち
の学習の権利さえも脅かしている。本稿で
紹介した松原市のＤ小学校の事例にあった
取り組みが求められている地域が、全国に
多く存在していると思われる。それぞれの
地域の課題と実情に応じた「特色のある学
校づくり」が求められており、新学習指導
要領に基づく教育実践はその点で意義深い
ものと思われるのである。
　今回残念ながら、「学びの地図」におけ
る「どのように学ぶか」という課題を「主
体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラー
ニング）の視点から検討することはできな
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かった。この点は学習指導要領の実践にお
いて重要な問題であり、今後の課題とした
い。
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